
議案第２号 

公益社団法人北海道社会福祉士会の会費に関する規則（規則第２号）の一部改正について 

 

１ 改正趣旨 

 2021 年 3 月 20 日に日本社会福祉士会の臨時総会が開催され、「財政基盤の確保・事務局体制の強

化プロジェクトチーム」の提案により、30 歳以下の若年会員を対象に年会費を入会年度に限り無料

とすること（３年間試行）が承認され、本会においても規則の一部改正を行った。 

 今回、２０２４年度都道府県社会福祉士会会長会議において、「３０歳以下の入会状況」および正

会員を対象とした「３０歳以下の新規入会者に対する減免措置に関するアンケート集計結果」を踏

まえて検証を行った結果、財政的な問題がない限り、入会促進キャンペーン（３０歳以下減免）を

２０２５年度から更に３年間（２０２７年度）まで継続し、２０２７年度中に再度評価を行い、継

続の要否を判断する方針となった。 

 このことに伴い、本会会費に関する規則（規則第２号）の制定附則を一部改正する。 

 

２ 改正内容 

  本会会費に関する規則（規則第２号）の制定附則を一部改正する。 

２ 本規則第３条第１項で定める年会費は、2022 年 4 月 1 日から 2028 年 3 月 31 日までに入会

した正会員のうち、入会した年度内の年齢が満 30 歳を超えない者について、入会初年度の会

費を免除する。ただし、2022 年 4 月１日以降に入会した正会員につき、一度のみの適用とす

る。 

 

３ その他 

 規則の改正は、総会の承認を得なければならない。 

 

以上 
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公益社団法人北海道社会福祉士会委員会の会費に関する規則の一部改正 新旧対照表 

改正後 現行 

公益社団法人北海道社会福祉士会の会費に関する規則 

規則第２号 

2013年 4月 1日制定 

2014年 3月 22日一部改正 

2022年 3月 12日一部改正 

2025年 3月 22日一部改正 

 

第１条～第６条 （省略）  

附  則  

１  本規則は、本会設立の日から施行する。 

２ 本規則第3条第1項で定める年会費は、2022年 4月 1日

から 2028年 3月 31日までに入会した正会員のうち、入会

した年度内の年齢が満30歳を超えない者について、入会

初年度の会費を免除する。ただし、2022年 4月 1日以降に

入会した正会員につき、一度のみの適用とする。 

 附  則  

１  この改正規則は、2014年 3月 22日から施行する。ただ

し、改正後の第３条第１項及び同条第４項の規定につ

いては、本会設立の日（2013年 4月 1日）から適用する。 

附 則  

 この改正規則は、2022年 3月 12日から施行し、2022年 4

月 1日から適用する。 

 

公益社団法人北海道社会福祉士会の会費に関する規則 

規則第２号 

2013年 4月 1日制定 

2014年 3月 22日一部改正 

2022年 3月 12日一部改正 

 

 

第１条～第６条 （省略）  

附  則  

１  本規則は、本会設立の日から施行する。 

２ 本規則第3条第1項で定める年会費は、2022年 4月 1日

から 2025年 3月 31日までに入会した正会員のうち、入会

した年度内の年齢が満30歳を超えない者について、入会

初年度の会費を免除する。ただし、2022年 4月 1日以降に

入会した正会員につき、一度のみの適用とする。 

 附  則  

１  この改正規則は、2014年 3月 22日から施行する。ただ

し、改正後の第３条第１項及び同条第４項の規定につ

いては、本会設立の日（2013年 4月 1日）から適用する。 

 附  則  

 この改正規則は、2022年 3月 12日から施行し、2022年 4

月 1日から適用する。 
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附 則  

 この改正規則は、2025年 3月 22日から施行し、2025年 4

月 1日から適用する。 
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公 益 社 団 法 人 北 海 道 社 会 福 祉 士 会 の 会 費 に 関 す る 規 則  

規 則 第 ２ 号  

2013年 4月 1日 制 定  

2014年 3月 22日 一 部 改 正  

2022年 3月 12日 一 部 改 正  

2025年 3月 22日 一 部 改 正  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、公 益 社 団 法 人 北 海 道 社 会 福 祉 士 会（ 以 下「 本

会 」と い う 。）定 款 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、本 会 の 会 費 の 取 扱 い

に つ い て 基 本 的 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 入 会 金 ）  

第 ２ 条  本 会 の 正 会 員 及 び 賛 助 会 員 の 入 会 金 は 、 こ れ を 必 要 と し

な い も の と す る 。  

（ 会 費 ）  

第３条 本 会 の 正 会 員 の 会 費 は 、 年 15,000円 と す る 。  

２  途 中 入 会 者 で あ っ て も 、 前 項 の 会 費 と す る 。  

３  一 旦 納 入 さ れ た 年 会 費 は 、 理 由 の い か ん を 問 わ ず 、 こ れ を 返

還 し な い も の と す る 。  

４  第 １ 項 の 規 定 の 会 費 の 徴 収 は 、 日 本 社 会 福 祉 士 会 に 委 託 で き

る も の と す る 。  

（ 賛 助 会 費 ）  

第 ４ 条  本 会 の 定 款 第 ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 賛 助 会 員 の 会

費 は 、 法 人 の 場 合 は 年 間 １ 口 10,000円 、 個 人 の 場 合 は 年 間 １ 口

5,000円 、 学 生 で あ る 個 人 の 場 合 は 年 間 １ 口 1,000円 と し 、 各 々

１ 口 以 上 の 賛 助 会 費 を 必 要 と す る も の と す る 。  

２  学 生 で あ る 個 人 と は 次 の と お り と す る 。  

(１ )日 本 社 会 福 祉 士 養 成 校 協 会 加 盟 校 の 学 生  

(２ )社 会 福 祉 学 を 専 攻 す る 大 学 院 生  

(３ )社 会 福 祉 士 取 得 を 目 指 す 学 部 学 生 、 及 び 専 門 学 校 生  
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３  一 旦 納 入 さ れ た 賛 助 会 費 は 、 理 由 の い か ん を 問 わ ず 、 こ れ を

返 還 し な い も の と す る 。  

 

（委 任 ） 

第 ５ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 本 会 の 会 費 等 に 関 し て 必

要 な 細 目 事 項 は 、 理 事 会 に お い て 別 に 定 め る 。  

（改 正 ） 

第 ６ 条  こ の 規 則 を 改 正 す る と き は 、 総 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な

ら な い 。  

 

附  則  

１  本 規 則 は 、 本 会 設 立 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  本 規 則 第 3条 第 1項 で 定 め る 年 会 費 は 、 2022年 4月 1日 か ら 2028

年 3月 31日 ま で に 入 会 し た 正 会 員 の う ち 、入 会 し た 年 度 内 の 年 齢 が

満 30歳 を 超 え な い 者 に つ い て 、 入 会 初 年 度 の 会 費 を 免 除 す る 。 た

だ し 、 2022年 4月 1日 以 降 に 入 会 し た 正 会 員 に つ き 、 一 度 の み の 適

用 と す る 。  

３  本 規 則 第 3条 第 1項 で 定 め る 年 会 費 は 、 2025年 4月 1日 か ら 2028

年 3月 31日 ま で に 入 会 し た 正 会 員 の う ち 、入 会 し た 年 度 内 の 年 齢 が

満 30歳 を 超 え な い 者 に つ い て 、 入 会 初 年 度 の 会 費 を 免 除 す る 。 た

だ し 、 2025年 4月 1日 以 降 に 入 会 し た 正 会 員 に つ き 、 一 度 の み の 適

用 と す る 。  

 

  附  則  

１  こ の 改 正 規 則 は 、2014年 3月 22日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、改 正

後 の 第 ３ 条 第 １ 項 及 び 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に つ い て は 、 本 会 設 立

の 日 （ 2013年 4月 1日 ） か ら 適 用 す る 。  

 

  附  則  

 こ の 改 正 規 則 は 、 2 0 2 2年 3月 1 2日 か ら 施 行 し 、 2 0 2 2年 4月 1日 か
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ら 適 用 す る 。  

 

附  則  

 こ の 改 正 規 則 は 、 2 0 2 5年 3月 2 2日 か ら 施 行 し 、 2 0 2 5年 4月 1日 か

ら 適 用 す る 。  

24


